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今回今回今回今回はははは「「「「改正高年齢者雇用安定法改正高年齢者雇用安定法改正高年齢者雇用安定法改正高年齢者雇用安定法」」」」についてについてについてについて    

青年労働者青年労働者青年労働者青年労働者はピンとこないでしょうがはピンとこないでしょうがはピンとこないでしょうがはピンとこないでしょうが将来将来将来将来のののの生活設計生活設計生活設計生活設計においてにおいてにおいてにおいて重要重要重要重要ですよですよですよですよ！！！！    

    

過日、定年後も希望者全員の雇用を６５歳まで確保するよう義務

付ける「改正高年齢者雇用安定法」が成立しました。我社はという

と既に希望する社員は定年退職後、年金満額受給時まで嘱託社員と

して雇用されるようになっていますが、来年の４月以降は希望者全

てが６５歳まで働くことができるようになります。この法律ができ

た背景には、来年度以降６０歳を迎える方は無年金期間ができてし

まうことが大きな理由と言えます。 

 

ではではではでは、、、、来年度以降来年度以降来年度以降来年度以降、、、、嘱託社員嘱託社員嘱託社員嘱託社員になられるになられるになられるになられる方方方方々々々々のののの賃金賃金賃金賃金はどうなるのでしょうはどうなるのでしょうはどうなるのでしょうはどうなるのでしょう？？？？    

今年度までに嘱託社員になっている方々は、愛知県１６万円、静岡県１３万円（この差この差この差この差

は大きな問題ですは大きな問題ですは大きな問題ですは大きな問題です）となっていますが、この賃金は年金の比例報酬部分を６０歳から受給

する方々を想定した金額であり、年金の受給は今後順次６１歳、６２歳、６３歳・・と引

き上がり、昭和３６年４月２日以降誕生している方

は６５歳からとなります。 

来年度、嘱託社員になられる方々は２階部分の年

金支給は６１歳からとなり、そのため１年間は比例

報酬部分相当額の上積みがなければなりません。現

在のところそれを担保する条件は会社から提案され

ていません。（噂では一律に数万円の上乗せと言われ

ています） 

以前は５５歳以降の賃金ダウンの改善も合わせて

「新しい人事・賃金制度」の導入を目論んでいた貨

物会社ですが、このところトーンダウンしている感

じです。 

 

老後老後老後老後のののの生活生活生活生活にはいったいいくらかかるのかにはいったいいくらかかるのかにはいったいいくらかかるのかにはいったいいくらかかるのか？？？？    

夫婦二人の老後の生活には月３０万円前後が必要と言われています。

もちろん生活レベルや借金の有る無しなど様々な要素はありますが、最

近では「老後の生活に備えて１億円貯めよう」などの話題もあります。 

夫婦で厚生年金に加入していても私たち貨物労働者にとっては厳し

い現実となりそうですね！ 

 

青年労働者の皆さん、労働条件の改善に力を入れないと大変なことになりますよ～青年労働者の皆さん、労働条件の改善に力を入れないと大変なことになりますよ～青年労働者の皆さん、労働条件の改善に力を入れないと大変なことになりますよ～青年労働者の皆さん、労働条件の改善に力を入れないと大変なことになりますよ～!!!!    

年金の形態 

２階部分 厚生年金（比例報酬部分） 

１階部分 国民年金（65 歳から支給） 

２２２２階部分の受給年齢階部分の受給年齢階部分の受給年齢階部分の受給年齢    

ｓ28.4.1 以前生まれ  ６０歳 

ｓ28.4.2～ｓ30.4.1   ６１歳 

ｓ30.4.2～ｓ32.4.1   ６２歳 

ｓ32.4.2～ｓ34.4.1   ６３歳 

ｓ34.4.2～ｓ36.4.1   ６４歳 

ｓ36.4.2 以降生まれ  ６５歳 


